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裁 l夬

審査請求人
大阪市西成区

同代理人

痼F

社援 第１ ６ ６ ５･号

処　 分っ 庁一
大阪市西成区保健福､祉センター所長、

審 査請 求人 が、平成1j9 年 ９ 月２ ５ 日 付け で提 起 し た生活 保護 法 に
基 づ ぐ保護変 更決定処分に係る審査請求について 、`次 のとお り裁 決 す
る。　　　　　　　　･'I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卜‘

主 文

１　 処分庁が、平成１９年７月２６日付けで行った保護変更決定処
分を取り消す。　　　　　　　　　　　 ∧　　　　　　　　　　　、

２　 残余の請求についTては、 こ れを棄 却 す る。

理

第 １　審 査 縢 求 の 趣旨 及 び理由

由



１

－･ 恟

審 査 請求 の 趣 旨

丶丶－

本件審査請求の趣旨は､、処分庁が平成」 ９年７月２６日付けで
審査請求人（以下「講求人」という。）に･対して行った生活保護
法卜（以下「法」という。）に基づく保護変更決定処分（以下「･本
件変更決定」という。）を取り消･し、保護開始当初より障害者加
算を支給するこ とを求めるものと解される。 ＼　　　、。　　　卜

２　 審査請求の理由

Ｊ　　　　　　　　　　　　　　　　
．　　　ａ　　　　　　　　　　　 ・

本 件 審 査 請 求 の 理 由 の 要 旨 は･ 、 次 の と お り で あ る 。

請 求 ‾人 晋 ぐ‾平‘成疆 ″`石 年

●●Ｗ ・

９ 月/よ'勺 ‾･生 ‾活＼保 護 が 決 定ダし た 力叭………ぞ の 峇 ∧ ‾･"""'

時 より請求人’の■（以下「■」という。）＼が障害者であり、障害
者加算を受けて当然であったが、今回よりの加算となったi
よって、本件決定処分を取り消して、当初より加算があったと

して、保護費を支給してほしい。　　　　　十上
また、なぜ当初より障害者として知っていたのに、加算してく

れなかったのか。　　　　　　十　･･　　　　 ：　　　　　　　　△

第2j‥ 当庁が認定した事実及ぴ判断

１ 当 庁 が認 定 し た事 実

（１）　平成１６年９月･１ ５ 日 、請求人は、高齢で仕事なく年金取n釉　　　　　　　　　　　　　Ｉ　　　Ｉ
ご　 人のみであることを理由に保護開始中請を行い、処分庁は同

日付けで、請求人（世帯主）と■ の２人世帯として保護を開
始･したこと．　　　　　　　　　ご　　　　　．．　　 卜

（２）　 平成1 19 年７月２６日付けで、処分庁は請求人に対し√同
ご　　年６月分から８月分の障一害者加算の各2  6,  8  5 0 円を認定

す1るため、本件変更決定をしたこと。’　　　　　卜=
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（ ３ ）　 平 成 １ ９ 年 １ ０ 月 １ ２ 日 付･け で 、 処 分 庁 が 審 査 庁 に 提 出 し

た 弁 明 書 （ 以 下 「 弁 明 書 」 と い う 。） に は 、「 平 成 １ ６ 年 ９ 月

厂　 。１ β 日 生 活 保 護 澗 始 時 に 身1体 障 害=肴手 帳 （ 身 体 障 害Ｉ 種Ｉ

級 ）＼の コピ ー を 受 け と っ て い た･も の の 障 害 者 加 算 が さ＼れ て い

な か っ た 。 最 低 生 活 費 の 遡 及 変 更 は 発 見 月 及 び そ の 前 月 分 ま

で と さ れ て お り 、２ か 月 を 超 えて 遡 及 す る 期 間 の 最 低 生 活 費

＝　を 追 加 支 給 す る こ と＼は 、生 活 保 護 の 扶 助 費 を 生 活 困 窮 に 直 接
丁I　　　　■　　　I　　　　　　　　　I　　　　　　　　　・

J･的 に 対 処 す る 給 付 と し て 考 え る 限 り 妥 当 で な い と さ れ て い

るJ 」 と の 記 載 が あ る･こ と 。　　 ニ ヘ　 。`　　。‘　　　 プ

（ ４ ）　 弁 明 書 と 同 時 に 提 出 さ れ た 関 係 書 類 の う 釟 請 求 人 に 係 る

ｰ:.一一.一一:-一一.-一一...一
保! 護:､開.ji台.卓･-､諳.婁. 政 呈 し､ に亅廴

ご
■ め 健 康 状 態 の 瀾 亅こイ 身 羃I 晨 」．

厂　　 と の ＼記 載 が あ り 、＼ ま た 平 成 ’12 年1 」 月 ｙ9 日 ダ 付 の 身 体 障

宍　　　　　7 が い 者 手 帳 （ 身 体 障 害 Ｉ 稙｜ 級 ） の 写 し が 添 付 布 れ て い た こ

と ．　　　 ニ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ー　　　　　　　 ノ

２　 判　 断

（１） 障害者加算については、「生活保護法による葆護の基準」（昭
●　
・　　　　Ｉ　　。 ●

和３８年４月１日蓼生省告示第１５８号。以下「保護の基準」
という。）別表第１第｡2章 一4j障害`者加算と､して;、身体障･害者
障害程度等級､表の１級若しくは２級に該当する障害の｡ある者
について√大阪市ほか１級地においては、２ ６，、８５０円の加
算額（月額）が定められている。

（２） また、障害者加算について、「生活保護法に｡よる保護の実施
卜要領についで」（昭和３８年４月亅 日社発第２ ４･･６号厚生省社
会局長通､知「以下「局長通知」という。」）第７の２の（２）エ
障害者加算（ア）において、「障害の･程度の卦定は、卜原則として
身体障害者手帳、国民年金証書、特別児章扶養手当証､書文昧福
祉手当認定通知書により行うこと」と定められ七いる･。
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（３） 本件についてみるど、前記第２の.I の（３）の.認定事実の
とおり、I処分庁は、生活保護開始時1に身体障害者手帳のコピー
をとっていたものの障害者加算がされて･いな.か.つ.たことを発
見したが．最低生活費の遡及変更は発見月及びその前月分まで
とされているとして、本件変更決定を行ったことが認め･られる．

（ ４ ） 確 か に 。 厚 生 労 働 省 が 示 し て い る 「 生 活 保･護 手 帳 （ 別 冊 問

答 粲 ）」（ 問4  4  7) の 答 え に は 。「 本 来 転 入 そ の 他 最 低 生 活 費 の　｀

卜 認 定 変 更 を 必 要 と す る よ う な 事 瑣 に つ い て は 、収 入 申 告 と 同 様 、

｜　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
受 給 者 に 届 出 の 義 務 が 課 せ ら れ て い る と こ ろ で も あ る し 、ま た 、

一 旦 決 定 さ れ た 行 政 処 分 を い つ ま で も 不 確 定 に し て お く こ と

十 は 妥 当 で な い の で 、卜最 低 生 活 費 の 遡 及 変丿更 は ２ か 月 程 度（ 発 見

月 及 び そ の 前 月 分 ま で）」 と しI、 そ の 理 由 と し て 、’「 ２ か 月 を 黶 二

え で 遡 及すｰる’期 間 の 最 低 生 活 費 を 追 加’支 給 す る’こ と は 、生 活 保　 一

護 の 扶 助 費 を 生 活 困 窮 に 直 接 的 に 対 処 す る 絵 付 と し て 考 え る △

限 りI妥 当 で な い 」 と し て い る ど こ ろ で あ る･、　　　　　　　　　　 二

（５）しかしながら、当該問答について･は、被保護者の届出や申請
等が遅れたことに起因する場合の遡及支給｡を想定しているも･
のであり、本件の場合のように、処分庁の明らかな事務処理の/
瑕疵により、障害者加算の認･定漏れがあうたものにまで42 か
月を超えて遡及できない根拠を与えるものではない。また、処
分庁は、厚生労働大臣に情報提供すること等により遡及支給す
ることに･ついて検討するしことも可能であるにもかかわらず、本
件について、そのような検討がなされたとは認められない。

（６） したがって、本件変更決定は、理由＼に妥当性がなく調査検討
が不十分な瑕疵ある処分といわざるを得ず、取り消すのが妥当

卜である‥と判断する。　　　　　　　　　　　　　　　ｊ

（ ７ ） な お 、 保 護 開 始 当 初 に 遡 っ て 障 害 者 加 算 を 支 給 す る こ と を 求

め る 残 余 の 請 求 に つ い て は 、 本 裁 決 に 基 づ き 行 わ れ る 処 分 庁 の

決 定 の 中 で 一 体 的 に 判 断 さ れ る べ き こ と で あ る た め 、 こ れ を 棄
ｌ　　　　　　・　　　　¶　　　・　　 ■　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　㎜

十 却 す る 。　　　　　　･･　　 ＼　　　 卜
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以上の理由により、行政不服一審査法第4 （j条第２項及び第３項の規
定を適用して主文のとおり裁決するＯ” ・　　■　　　・　I.

平 成 ２ ０ 年 ８月 ６ 日

審査庁　大阪涯知事 ＼橋下・

教 －ボ
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と の 裁 決 に 不 服 が あ る と き は 、 こ の 裁 決 が あ っ た こ と を 知､つ た 日

の 翌 日 か ら 起 算 し て ３ ０ 日 以 内 に 、厚 生 労 働ご大 臣 に 対 し 再 審 査 縢 求 ご

を す る こ と が で き ま す （ な お 、 裁 決 が あ っ たこ 卜と を 知 っ た 日 の 翌 日

９　-Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉか ら･起 算 し て ３ ０ 日 以 内 で あ っ て も 、裁 決 が あ っ た 日‘の 翌 日 か ら 起

算 し て １ 年 を 経 過 す る と 再 審 査 請 求 を す る こ と が で き な く な､り･ま
●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　●　　　・

す 。）。　　　　　　　　　　　 几　　　　　　　　　　　　　　　　 、

ま た √ こ の 裁 決 に つ い て は 、 こ の 裁･決 が あ っ た こ と を 知 づ た 日 の

翌 日 か･ら 起 算 し て ６ 箇 月 以 内 に √こ･の 裁 決 の 前 提 と な る 決 定 を し た

■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　I●市 を 被 告 と し て （ 訴 訟 に お い て 市 を 代 表 す る 者 は 市 長 と な り ま す 。

） 決 定 の 取 消･し の 訴 え を･、 あ る い は 大 阪 府 を 被 告 と し て （ 訴 訟 に お。
｡･　●’･　　　　　　　　　　■　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　■い て 大 阪 府 を 代 表 す る 者 は 大 阪 府 知 事 と な り ま す 。） ご の 裁 決 の･取

消 し の二訴 え を 提 起 す る こ と が で き ま す （ な｡お 、 裁 決 が あ っ た こ と を ＼

知 ９ た 日 の 翌 日 か ら 起卜算 し て｡6 箇 月 以 内 で あ っ て も 、裁 決 が あ っ た

日 の 翌 日 か ら 起 算 し て １ 年 を 経 過 す る と 決 定 及 び 裁 決 の 取 消 し の

訴 え を 提 起 す る こ と が で き な く な り ま す 。）。 ‥
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